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東日本大震災津波復興特別委員会会議記録 

 

                東日本大震災津波復興特別委員会委員長 田村 誠 

 

１ 日時 

  平成 25年４月 18日（木曜日） 

  午前 10時２分開会、午前 11時 47分散会 

２ 場所 

  特別委員会室 

３ 出席委員 

  田村誠委員長、工藤勝子副委員長、渡辺幸貫委員、大宮惇幸委員、小田島峰雄委員、 

五日市王委員、高橋昌造委員、髙橋元委員、小野共委員、髙橋但馬委員、 

軽石義則委員、佐々木朋和委員、佐々木大和委員、千葉伝委員、柳村岩見委員、 

樋下正信委員、嵯峨壱朗委員、熊谷泉委員、岩崎友一委員、髙橋孝眞委員、 

城内愛彦委員、神﨑浩之委員、伊藤勢至委員、及川幸子委員、佐々木順一委員、 

工藤大輔委員、関根敏伸委員、喜多正敏委員、郷右近浩委員、岩渕誠委員、 

後藤完委員、名須川晋委員、飯澤匡委員、及川あつし委員、工藤勝博委員、 

小西和子委員、久保孝喜委員、木村幸弘委員、斉藤信委員、高田一郎委員、 

小野寺好委員、清水恭一委員、小泉光男委員、佐々木茂光委員、佐々木努委員 

４ 欠席委員 

  福井せいじ委員、吉田敬子委員 

５ 事務局職員 

  新屋事務局次長、高橋議事調査課総括課長、大越政務調査課長、米内主任主査、 

今主査、和川主査、菊地主任 

６ 説明のために出席した者 

  岩手県産業復興相談センター 統括責任者 谷藤 晴紀 氏 

                シニアマネージャー 古谷 元 氏 

７ 一般傍聴者 

  なし 

８ 会議に付した事件 

  (1) 被災事業者の再生支援について 

  (2) 現地調査について 

  (3) その他 

９ 議事の内容 

○田村誠委員長 おはようございます。ただいまから東日本大震災津波復興特別委員会を

開会いたします。 
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 福井せいじ委員、吉田敬子委員は欠席とのことですので、御了承願います。 

 これより本日の会議を開きます。本日は、お手元に配付いたしております日程により会

議を行います。 

 初めに、日程第１、被災事業者の再生支援について調査を行います。 

 本日は、参考人として岩手県産業復興相談センター総括責任者、谷藤晴紀氏、シニアマ

ネージャー、古谷元氏をお招きいたしておりますので、御紹介をさせていただきます。 

○谷藤晴紀参考人 谷藤です。よろしくお願いいたします。 

○古谷元参考人 古谷でございます。よろしくお願いいたします。 

○田村誠委員長 谷藤様の御略歴につきましては、お手元に配付している資料のとおりで

ございますが、谷藤様は昭和 45年に小樽商科大学を御卒業後、株式会社岩手銀行に入行さ

れました。平成 14年に株式会社岩手銀行を定年退職された後、共益商事株式会社取締役、

岩手地所株式会社代表取締役を歴任され、平成 23年 10月に岩手県産業復興相談センター

の統括責任者に就任されておられます。 

 古谷様は、平成５年に東京大学を御卒業後、通商産業省に入省されました。平成 12年に

通商産業省を退省後、コンサルタント会社や証券会社において要職を歴任された後、平成

23年 11月に岩手県産業復興相談センターのシニアマネージャーに就任されておられます。

なお、宮城県、福島県に産業復興相談センターが設立されるに伴い、各センターのシニア

マネージャーにも就任されておられます。 

 谷藤様、古谷様には、御多忙中のところお引き受けをいただきまして感謝申し上げます。

本当に御苦労さまでございます。 

 それでは、これからお話をいただくことといたしますが、後ほど質疑、意見交換の時間

を設けておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、谷藤様、古谷様、よろしくお願いいたします。 

○谷藤晴紀参考人 本日は、県議会議員の皆様に岩手県産業復興相談センターの御説明を

させていただくお時間をいただきまして大変ありがとうございます。また、日ごろは県議

会の方々に御指導、御支援をいただいておりますこと、この場をおかりいたしましてお礼

申し上げます。以後、着席の上進めさせていただきます。 

 資料に沿って進めさせていただきます。表紙が１ページでございまして、２ページ目を

お願いします。岩手県産業復興センターの取組状況です。発足日が 2011年９月 30日金曜

日でございました。 

 黒い四角枠のところ、岩手県産業復興相談センターの相談受け付け状況でございますが、

開設以来、平成 23年 10月７日から平成 25年３月 29日の１年半の間の取り扱い状況につ

いて御説明いたします。表の中の対応相談案件実件数でございます。この件数でございま

すけれども、後ほど古谷から御説明します中小企業庁でとっている件数と、報告期限とか

仕分けの方法が違いまして、端数の部分で若干相違がございますので、よろしく御了解を

お願いいたしたいと思います。１年半で 412件の相談件数がございます。これは、カルテ
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がつくられた分でございます。 

 それから、そのうち買い取り決定が 50件、実際には３月末まで買い取り決定をいただい

ているのが 57件ございますけれども、債権者の機関決定がまだ終わっていないということ

でプレス発表ができていない部分がございまして、３月末では 50件までをプレス発表、そ

れから４月８日に３件発表いたしまして 53件、来週までにはあと４件発表いたしまして、

57件の発表となる予定でございます。 

 買い取り決定は 50件で、その次の債務の返済条件変更、減額や延長等の合意を債権者か

らいただいているのが 18件ございます。内訳といたしましては、返済条件の変更が 15件、

事業計画を策定して新規融資をいただいたものが３件ございます。 

 その次の段の買い取り、債務の返済条件変更に向けた検討、作業中、これが今 42件動い

ております。事業計画の策定あるいは債権者間の調整を実行中のものでございます。 

 それから、従来型の再生支援を検討中が３件、これは従来の再生支援協議会が検討中の

ものでございます。 

 次の段の窓口相談継続中、情報の収集、整理等でございますけれども、これはいわゆる

相談の初期段階でございまして、資料の準備、あるいは事業内容をどうするかとか、資金

計画をどうするかとか、その辺の組み立て、資料準備を行っている段階のものでございま

す。 

 それから、窓口相談完了、助言を行い完結というのが 29件、これは産業復興相談センタ

ーのアドバイスによりまして新規融資ができたというのが 14件、それから同じくアドバイ

スによりまして事業者が直接金融機関に行って返済条件変更の合意を得たというのが 15

件ございます。 

 それから、産業復興相談センターのメニュー、あるいは各種制度の説明等で終了という

のが 241件でございます。各種の制度資金や補助制度等を御説明して終わっていると、あ

るいはこの241件の中には東日本大震災事業者再生支援機構に引き継ぎしたものが29件ご

ざいます。 

 下の米印に相談延べ件数が 2,256件となっておりますけれども、一番上の 412件につき

ましては、買い取りなり条件変更なりの作業を進める中で、２回や３回では済まなくて、

５回も６回も訪問して事業計画を詰めたりする作業がございますので、それらを全部カウ

ントするとこれぐらいの数になるということでございます。 

 次のページをお願いします。412 件の相談者の概要でございますけれども、地域別に申

し上げますと、沿岸部の被災事業者が当然ながら多い。実企業数 412件のうち、大船渡市

が 120件で 29％を占めております。その次は宮古市で 60件、陸前高田市で 59件、この円

グラフの時計回りに釜石市、大槌町、久慈市、山田町、その次が沿岸その他となっており

ますけれども、これは岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町の５町村の合計でござ

います。その次が内陸で 29件とありますけれども、その内訳につきましてはこの四角の中

の右下のほうに書いてございます。盛岡市、花巻市、一関市、北上市、奥州市、矢巾町、
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雫石町、九戸村、滝沢村と分布しております。 

 それから、相談者の業種別でございます。相談件数は、小売業が 82件と一番多くなって

おります。当初は、その次の食料品製造業のうち水産加工業の出足が早かったのですけれ

ども、やはり小売業は圧倒的に数が多いものですから、最近は一番多くなっております。

食料品製造業が２番目で 73件、その他製造業が 49件となっております。 

 それから、資料にはございませんが、相談者の規模でございます。いわゆる中小企業が

148 件、小規模事業者が 264 件、そのうち個人事業主が 132 件となっております。小規模

事業者が 64％を占めております。小規模事業者の区分でございますけれども、製造業その

ほかで従業員 20人以下、それから商業、サービス業で従業員５人以下を小規模事業者と区

分しておりますけれども、６割以上が小規模事業者からの相談という状況になっておりま

す。 

 次のページをお願いします。債権買い取り状況でございますが、４月８日に３件プレス

発表をしておりますけれども、４月８日現在で決定件数が 53件となっており、今既に決ま

っている分を合わせますと 57件で、５月中には 60件までいきたいと思っております。買

い取り対象債権総額、いわゆる簿価でございますけれども、これは 83億 7,500万円でござ

います。買い取り価格は、申しわけございませんけれども、実額ではなかなか発表できま

せんので、御容赦いただきたいと思います。半年ごとの買い取りの件数を見てみますと、

平成 23年 10月に発足して、平成 24年３月末までは６件の買い取りでございました。その

後、半年で 24件の買い取り決定をいただきまして合計で 30件、去年の 10月からこの半年

で買い取りが 27件で、合計で 57件となっております。今後もこのような数字で頑張って

まいりたいと思います。 

 それから、産業復興相談センターの構成及び体系図を御説明いたします。下のほうの枠

があるところでございますけれども、東北経済産業局から盛岡商工会議所に業務委託がご

ざいまして、盛岡商工会議所が産業復興相談センターを設置しております。産業復興相談

センターの真ん中の四角でございますけれども、メンバーは県内外から金融、企業診断、

税務、それらの部門の精鋭とありますけれども、こういう集団となっております。合計 43

人でございますけれども、それぞれグループを分けておりまして、窓口相談グループが２

チームございます。それから、事業者支援グループが３チームございます。去年の 11月に

新しくつくったモニタリングチームが１チーム、それとコントロールセンターといいます

か、それをやっている企画グループが１チーム。集まったメンバーは、金融機関からの派

遣あるいはＯＢが 22人となっておりますけれども、これはいわゆるメガバンクである３行

から、それぞれ４人ずつの 12人、それから全国の地方銀行４行がございますけれども、北

から北海道、千葉、静岡、神奈川で、各１人ずつ４人になっております。それから、地方

銀行から４人出向、政府系から２人来ていただいております。それから、地元金融機関の

ＯＢが私も含めて 12人でございます。それから、地元士業とありますけれども、会計士、

税理士、診断士を合わせて４人、それから岩手県からの出向が１人、盛岡商工会議所から
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の出向が３人、プラス嘱託２人で全部で５人おりますけれども、事務局を担当していただ

いております。専門家とありますけれども、きょう御説明いたします古谷シニアマネージ

ャーが１人で、合計 43人となっております。 

 下のほうに機動能力と書いてございますけれども、リース車両を６台用意しております。

それでも足りなくなるケースがございまして、そのときはレンタカーで走っております。

盛岡市に産業復興相談センターがございますけれども、皆さん御存じでしょうけれども、

沿岸までの距離は 100キロメートル以上はございます。開設以来走ったのが 22万キロメー

トル以上、地球を 5.6周ぐらいしている勘定になります。事業者に盛岡市まで来てくださ

いと言うわけにもいきません。その都度、盛岡市から出かけて面談してくるということで

動いております。 

 この四角の関係でございますけれども、被災事業者が上にございます。被災事業者から

産業復興相談センターが相談を受けます。アドバイスの矢印もございます。それと、被災

事業者と金融機関、債権者でございます。債権者には保証協会も入りますし、リース会社、

信販会社も入ります。その既存借り入れについてどうするかという問題がございまして、

その辺の調整を産業復興相談センターと事業者と債権者との間で詰めていく。買い取りに

するのか、条件変更で頑張っていくのか、その辺を交渉していく。債権者調整にも結構時

間がかかります。そして、債権者の同意が得られたという段階で岩手産業復興機構に買い

取りを要請いたしまして、買い取りが決定されれば５年間の棚上げ、５年ないし 10年の返

済が猶予される形になりますけれども、５年ないし 10年で卒業していただくという形にな

ります。この辺のスキームにつきましては、後ほど御説明いたします。 

 それから、産業復興機構の投資ファンドは、現状では 100億 1,000万円の出資となって

おります。中小企業基盤整備機構から 80億円、それから県、地元３行プラス宮古信用金庫、

合わせて 100億円と、1,000万円は運営会社が出資しております。 

 次のページの岩手県産業復興相談センターの活動状況でございます。これは県内で出張

している数字を挙げておりますけれども、沿岸地区に出張している数字を３カ月ごとに載

せておりますが、緑色の案件開拓が去年の７月からふえております。それから、モニタリ

ング訪問が去年の 10月過ぎから出てきております。棒グラフが訪問人数、紫の折れ線グラ

フが訪問件数です。通常、事業者との面談は、話を間違って聞いてもまずいということで、

２人で対応しておりますが、説明会のような場合には、３人になったり、４人になったり

します。机の準備とかもございますので。そのような関係で、訪問件数より人数はどうし

ても多くなっております。 

 次のページですが、グラフには累計が出ておりませんけれども、６ページの計数内訳の

ところで御説明いたします。案件訪問というのが右側の累計、人数が 1,714人の 865件、

モニタリング訪問が 70人の 30件、案件開拓が 389人の 181件、それからその他が 238人

の 86件です。 

 この案件訪問とは何なのかというのは、下の細かい字で書いておりますけれども、相談
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を受け付けた先やその債権者等と支援方法について打ち合わせをするための訪問です。そ

れから、モニタリング訪問とございますけれども、これは支援決定、買い取り決定先です

けれども、この事業の再生状況をモニタリングするための訪問で、去年の 11月から始めて

いるものでございます。それから、案件開拓ですけれども、相談ニーズの掘り起こしのた

め、被災地での相談会の開催、あるいは仮設事業者への意向聞き取りのための訪問をして

おります。また、去年７月からアンケートもやりましたし、去年の 10月過ぎからグループ

補助金の認定先に対しても案件掘り起こしのための訪問をしております。それから、その

他に区分しているものは、説明会の開催等でございます。 

 中段の枠でございますけれども、実稼働日数が１年半で 364日、訪問人数ですけれども、

１日当たり平均 6.6人が沿岸に出張しているという形になっております。 

 それから、下の枠の地区別でございますが、累計の多い順に記載しております。大船渡

が 691人の 347件、それから宮古が 477人の 230件、釜石、陸前高田、大槌、山田、久慈、

その他となっております。案件訪問あるいはモニタリング訪問については、ほとんど日帰

りで出張しております。片道２時間ちょっとでございまして、本当は１泊すれば効率はい

いのでしょうけれども、事業者の都合で、きょうはいいけれども、あしたはだめで、うま

くいかないケースがございますので、どうしても日帰りが多くなってしまいます。 

 次のページは産業復興相談センターの業務、支援のメニューでございます。被災事業者

様の相談から具体的な支援までをワンストップで受けられる体制を構築しております。事

業の再生に向けた相談に幅広く対応するものでございます。所在地は盛岡市で、盛岡商工

会議所の隣の中圭ビルというところに入っております。それから、現地事務所として 12

カ所、沿岸部 12カ所の商工会議所、または商工会の中に設置しております。現地事務所は、

できるだけワンタッチの受け付けですぐに産業復興相談センターにつないで、具体的な相

談については産業復興相談センターから出かけて話をお伺いするという形にしております。 

 支援メニューといたしましては、１の新規借り入れ、補助金等の震災支援制度のアドバ

イス業務。それから、２の債権買い取り等支援業務、３の再生計画の債権者間での合意支

援業務、リスケジュールと言っていますけれども、いわゆる条件変更でございます。この

二つは利子補給の対象となります。利子補給はいつからやるのかというと、相談開始日か

ら買い取り申請、あるいはリスケジュールの合意日まででございます。買い取り申請イコ

ール買い取り決定日でございます。リスケジュールに全てなるのかといいますと、そうは

いかなくて、例えば５年後に債務超過を解消するとか、そのようにきちんとした再生計画

でなければ、通常暫定リスケと言っていますけれども、そういう場合については利子補給

はできないという仕組みになっております。 

 それから、４の再生計画作成支援業務でございますけれども、買い取り、リスケジュー

ル、あるいは新規調達を目的とする再生計画策定支援というものをやっております。 

 ５の被災事業者のフォローアップ、リスケジュール、再リスケジュール、それから新規

調達がうまくいったかどうかといったフォローアップでございますけれども、最近は前に



- 7 - 

リスケジュールで終了したけれども、やはり大変だということで、買い取りの要請で再度

相談というケースも出てきております。 

 それから、６の債権買い取り事業者へのモニタリング業務は後ほど御説明いたします。 

 それから、欄外になお書きで書いておりますけれども、買い取り対象債権は金融債権、

銀行借り入れ等のみならず、リース債権も対象となるということでございまして、リース

物件が流されたというケースは買い取り対象になります。リース物件が残って使える状況

であれば、これは買い取り対象にはならないという仕組みになっております。 

 次のページの岩手産業復興機構による債権買い取り案件の概要について御説明いたしま

す。地域別では、沿岸北部が 14件、沿岸南部が 35件、内陸部が１件で、沿岸地域に集中

しております。それも沿岸南部でございます。沿岸北部と沿岸南部の区分は、山田町以北

を沿岸北部、それから大槌町以南を沿岸南部というふうに区分しております。 

 それから、業種でございますけれども、製造業が 17件、小売業が 15件、飲食店業、卸

売業がそれぞれ４件、運輸業、サービス業がそれぞれ３件、医療福祉業が２件、不動産業、

宿泊業がそれぞれ１件となっております。製造業のうち、飲食料品が８件、水産加工関連

が７件となっております。 

 規模でございますが、中小企業、小規模以外が 19件、小規模事業者が 19件、個人事業

者が 12件で、幅広い層でお手伝いできているというふうに考えております。 

 ４の買取対象債権ですけれども、買い取りとなった債権総額、簿価は約 84億円、先ほど

83億 7,500万円と申しましたけれども、50件中 46件には信用保証協会の求償権が含まれ

ております。金額別に申し上げますと、10億円以上、いわゆる買い取り対象簿価でござい

ますけれども、これが２件ございます。それから、５億円超で 10億円未満、これが３件ご

ざいます。１億円超で５億円未満が 11件、１億円未満というのが 34件でございます。 

 グループ補助金活用の状況でございますけれども、買い取り先のうちグループ補助金活

用先は 35件、活用していない先は 15件となっております。グループ補助金を活用して、

さらに高度化資金も活用している先は 18件、結構グループ補助金と高度化資金を使えば、

設備に関してはほぼフルでカバーできるという状況ですので、国と県、あるいは産業復興

相談センターと協働して支援してまいりたいと思っております。 

 ６の債権者でございます。数字を書いておりませんけれども、地元地銀が４つございま

す。隣県の一つを含んで４つでございます。県内は３行しかございません。北か南かどっ

ちかというのは御容赦いただきたい。それから、地元信金が４つで、これも県外を１つ含

みます。それから、公的金融機関が６つございます。それから、メガバンクが１つ、それ

からリース会社、信販会社を合わせて 24社、それから同業組合もございますけれども、協

同組合もございます。それから、一番大きいのが保証機関が２つ入っております。この債

権者の合計といたしましては、49社に上っております。８ページは以上でございます。 

 ９ページの債権買い取り案件の事例でございますけれども、第１号は開設当初の平成 23

年11月18日にプレス発表いたしました分でございますが、沿岸南部地域の老舗和菓子店。
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家族経営の個人事業。従業員は５名。店舗及び工場が津波により流失し、全壊。金融機関

からの新たな資金調達を得て、近隣に建設予定の仮設店舗に出店することを足がかりとし

て、本格的な事業の再開を計画。こちらは、早くやりたいということで、グループ補助金

はなしでやりました。 

 第２号でございますけれども、これは沿岸南部地域で不動産賃貸・管理業者、小売業者。

従業員数は 15名。店舗の１階部分が津波により損壊、テナントが営業停止に陥った。店舗、

設備が津波により損壊するなどの被害を受けた岩手県沿岸地区の商業施設の事業再生のた

めに、店舗等の新規設備投資に必要な資金調達を行うために債権買い取りを行うもの。こ

れは、テナントを含めた雇用効果は 300人になっております。それから、グループ補助金

はありでございます。 

 第 13号、沿岸南部地域の飲料製造業者で、地元の中核的企業。津波により本社工場、商

品在庫等が全て流失したため、現在は同業者から一時的に工場を借り受け―これは去年

の７月時点の状況でございまして、今新工場はできております―事業継続中。グループ

補助金を活用して新工場を建設し、本格的な事業再開を目指す計画。事業再開のための新

規融資は、地元地銀が支援。また、旧債務の買い取り先には地元地銀のほか信金、公的金

融機関、同業組合、リース会社がございます。それで、従業員が震災前は 50人、再開時で

は 24人でスタートしており、５年後には 40人にまで回復予定。この案件は、グループ補

助金、高度化資金はありで、リース会社を含めまして、債権者は 13社ございました。かな

り力わざでございました。 

 第 15号でございます。沿岸南部地域にある食料品製造業者。津波により本社及び工場が

ほぼ全壊し、営業不能に陥った。グループ補助金等を活用して、現在一部事業を再開して

いるが、今後本格的に事業を軌道に乗せる上で必要な資金の調達を容易とするために債権

買い取りを行うもの。買い取り対象債権は、リース債権が過半を占める。これは、従業員

は震災前は 110人でございました。再開直後は 55人でスタートしております。５年後をめ

どに 100人体制にする計画となっております。この案件もグループ補助金、高度化資金は

ありです。債権者は 12社でございました。 

 第 38号でございます。沿岸北部地域にて小売業を営む個人事業主。津波により営業店舗

が浸水し、在庫等が毀損。平成 23年６月、店舗の部分補修等により営業を一部再開。平成

24 年 10 月、グループ補助金の活用及び金融機関からの借り入れ等により店舗を全面修復

するなど本格復興の途上にある。事業継続に必要な資金調達を円滑に行うべく、債権買い

取りを決定した。この案件は、買い取り対象債権が 350万円、新規融資が 800万円という

ケースでございます。こういう小さい先も手伝っております。従業員は、事業主と息子の

２人でやっております。 

 第 42号でございますけれども、沿岸南部地域にて小売、飲食業を営む個人事業主。津波

により店舗や在庫等の全てが流失。震災後、金融機関からの借り入れにより自宅を改修し

て臨時の料理店を開始したほか、小規模店舗を申請して小売業も再開。また、今後店舗を
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増設して飲食業を再開する予定。事業継続に必要な資金調達を円滑に行うべく、債権買い

取りを決定した。この案件は買い取り債権額が簿価で 390万円、新規融資も 800万円。従

業員数は、事業主プラス１人、合計２人で事業をやっております。グループ補助金、高度

化資金はなしで頑張っております。 

 次の第 44号でございますが、内陸部地域の食料品卸売業者。地震後の原発事故に伴う放

射能汚染の風評被害により売り上げが大幅に減少。今後は、金融機関からの借り入れによ

り資金繰りを安定させ、販路拡大等による売り上げ回復を図る計画。必要な資金調達を円

滑に行うべく、債権買い取りを決定いたしました。この案件は、地震津波の直接被害はご

ざいませんでした。いわゆる風評被害でございます。従前の大口取引先からは仕入れ資金

を前受金の形でお預かりして仕入れて納入しておりましたけれども、放射能汚染の関係で

その大口先が納入ストップになったことで、資金繰りが詰まったと。それで、別途納入先

は見つけましたけれども、運転資金の調達のお手伝いということで買い取り決定したもの

でございます。内陸部の間接被害の第１号になります。 

 それから、第 46号でございます。沿岸南部地域の食料品製造業者。津波により工場、店

舗、設備、営業用車両の全てが流失しております。平成 24年３月に仮設工場に入居決定し

ましたけれども、本年４月には再開しております。これはプレス発表時でございますけれ

ども、今後はグループ補助金や高度化資金の活用等による本社工場、加工設備ラインの復

旧により本格復興を目指す計画。必要な資金調達を円滑に行うべく債権買い取りを決定し

た。赤書きになっておりますけれども、本件は事業者ローンと住宅ローンが絡む二重ロー

ン案件でございます。産業復興相談センターと個人版私的整理ガイドライン事務局とが協

働で抜本的な支援を検討する最初の案件となります。事業者ローンにかかわる買い取り決

定を踏まえ、住宅ローン部分について個人版私的整理ガイドラインによる支援が今進んで

おります。 

 以上が抜粋した案件の御説明でございます。 

 次の 11ページでございます。復興に向けた動き、今後の課題でございます。１の本設に

至っていない事業者、仮設事業所で事業継続中の事業者への支援体制強化。中小企業庁及

び県との連携によりまして、仮設事業者へのアンケートを実施いたします。ヒアリングと

同時に案件の掘り起こしも実施するものでございます。去年７月からやっておりますけれ

ども、再度実施します。アンケートのためのヒアリングではなくて、案件の掘り起こしに

なるヒアリングをしてまいりたいと思います。 

 案件の掘り起こしで申し上げますと、アンケートのほかにグループ補助金の認定先に対

するアプローチも今後続けてまいりたいと思います。 

 ２の支援企業へのフォロー、モニタリング業務の開始でございますけれども、債権買い

取りが終わったので、産業復興相談センターの支援も終了ということではなくて、事業者

がうまく復興軌道に乗るように支援していく必要があると思っておりますので、これも重

点的に進めてまいりたいと思います。 
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 ３の個人ローン案件でございますけれども、今最後の事例説明で申し上げましたが、住

宅ローンとの協働、個人版私的整理ガイドライン運営委員会との連携で進めるケースがこ

れから結構出てくるのではないかと思います。小規模事業者の場合は、ほとんどが住宅兼

店舗とか住宅兼工場というケースが多いと思いますので、これから本設になる場合に重荷

になるケースが出てくるのではないかと予想されますので、その辺に力を入れてまいりた

いと思っております。 

 次のページは課題で申し上げました、去年行ったヒアリングの結果でございますけれど

も、1,578 区画の仮設事業所―これは中小企業基盤整備機構のホームページで確認した

仮設事業所の数でございますけれども―1,578 区画の仮設事業所のうちヒアリングシー

トを回収できたのが 500件でございました。一関市及び沿岸 12市町村を個別訪問いたしま

して、回収した結果をこういう表にしております。７月から始めましたけれども、11月末

現在で集計が終わったというのは、訪問したけれども、責任者がいないので話がまとまら

ないということで、結局何回も訪問して、最終的に 11月までかかったというものでござい

ます。 

 アンケートの項目別に見ますと、当センター及び二重ローンに関する質問でございます

けれども、あなたは現在二重ローンの状態にありますかという問いに対しまして、ありま

すというのが 73件、23％。それから二重ローンの状態にないというのが 236件、76％。お

よそ４分の３は二重ローンではないと答えております。それから、次の二重ローン回避の

ための債権買い取り制度は有効手段と思われますかという問いに対しまして、思いますと

いうのが 200件、85％。そうではないという方が 33件、14％ございます。それから、岩手

県産業復興相談センターはあと２年ほどで業務終了予定、延長を望みますか―今の制度

のたてつけですと、平成 26年３月で終了でございますけれども―という問いに対しまし

て、はいというのが 347件、91％が延長してくださいという答えでございます。 

 それから、仮設事業所に関する質問でございますが、仮設存続期間の延長を望みますか

という問いに対しまして、はいというのが 439件、92％が望みますということです。それ

から、市町村が払い下げし、その仮設事業所で家賃を払いながら事業継続を望みますかと

いう問いに対しましては、はいというのが 325件、75％。それから事業継続は仮設存続期

間の終了までと考えている方が 88 件、約 20％です。仮設事業所は、今の制度のたてつけ

ですと存続は２年間で、その後市町村に払い下げして継続するかどうかだと聞いておりま

すけれども、やはり仮設事業所の延長の希望がかなりの数に上っております。 

 それから、グループ補助金に関する質問でございます。グループ補助金を申請しました

かという問いに対しまして、はいが 88件、25％、４分の１だけになっております。それか

ら、グループ補助金が今年度で終了する見込みですが、制度の延長を望みますかという問

いに対しましては―これは７月の質問ですので、今後、何かまだあるやに聞いておりま

すけれども―はいが 300件、82％の数字です。それから、グループ補助金の執行時期の

柔軟化は必要と思われますかという問いに対しましては、はいが 206件、84％の要望でご
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ざいます。 

 それから、借り入れに関する質問でございますけれども、被災後にお借り入れされまし

たかという問いに対しまして、はいという方が 145件の 31％、60％以上の方は震災後借り

入れしていない。それから、金融機関からの借り入れやリース債権の返済を負担に感じて

いませんかという問いに対しましては、はいが 169件の 39％、残り 60％近くの方は負担に

感じていないという回答ではございます。それから、保険返戻金、補助金、弔慰金等をお

借入れの返済に充当しましたかという問いに対しましては、はいという方が 101件、23％

おります。 

 このアンケートの中で当然見えていますけれども、仮設事業所の延長、グループ補助金

の延長及び執行の柔軟化というのが結構多い希望となっております。 

 次のページをお願いします。仮設事業所に入っている方の答えでございますけれども、

被害状況は青が全壊で、459 件、97％。それから赤が半壊で 11 件、2.3％、一部損壊が２

件、0.4％。 

 それから、後継者がいますか、いませんかという質問では、ありというのが 169件、48％、

いないというのが 182件、52％という状況でございます。 

 事業本設地はどこを希望しますかという質問では、青の震災前の事業地が 115件の 27％、

それから高台等に本設したいというのが 135件、32％、それから仮設設置場所という方も

意外と多くございまして、171 件、40％。仮設設置場所でという方で、ある程度区画の多

いところは、何となくコミュニティーというものが形成されてきているのかなと思ったり

します。例えば商業施設化といいますか、そのままみんなでここでやりたいというような

コミュニティー化が進んでいるのかなと感じられます。 

 震災前と比べ来客者数の状況はという質問では、大きく増加、やや増加を合わせて、増

加が大体 22％、ほぼ同じが 14％、紫と青のやや減少、大きく減少で 63％、６割以上が減

っていると答えております。 

 仮設店舗オープン直後と比べ来客者数の状況はどうですかという質問では、青と赤とを

足して、23％は直後より今のほうが増加している。変わらないが 30％、紫と青で 46％の方

が減少していると答えております。 

 震災前と比べ売り上げ状況はどうですかという質問では、青と赤を足して 25％、４分の

１は増加している。変わらないが 12％、紫と青が 62％、やはりかなり減っているというこ

とが見られます。 

 仮設店舗オープン直後と比べ売り上げ状況はどうですかという質問では、仮設店舗オー

プン直後よりも増加している方が 25％、変わらないが 30％、減少が 44％となっておりま

す。 

 アンケートに関しましては、以上でございます。 

 それから、14ページでございますが、課題の３番目で申し上げましたけれども、モニタ

リング業務についてです。産業復興相談センターでは、債権買い取り支援が完了した事業
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者の事業計画実施状況のモニタリングを新規業務として開始しております。産業復興相談

センター事業実施基本要領の変更に伴うものであり、業務の追加でございます。去年の 10

月に要領が改正されて、モニタリングも業務に入っております。 

 モニタリングの流れでございますけれども、流れの前にちょっとモニタリングの考え方

について説明しておきたいのですが、買い取り支援を完了した事業者のモニタリング、あ

るいはガバナンス、あるいは経営支援につきましては、その他の金融機関も入りますけれ

ども、メイン金融機関を中心とした金融機関と債権買い取りを行った岩手産業復興機構が

モニタリングしていくというのが基本でございます。産業復興相談センターとしても、買

い取り支援が完了したので役割が終了というものではなくて、事業計画はセンターがつく

っているケースが多いのですけれども、その事業計画の進捗状況を確認していく必要がご

ざいます。つまりうまく復興軌道に乗っているかどうかということの確認でございます。

事業計画の進捗状況が上振れしていれば問題はないのですけれども、売り上げが対計画比

マイナスだとか、あるいは利益状況が思わしくないという場合に、売り上げ増強の対策を

どうするのか、それから経費の削減余地はないのか、そのようなことを産業復興相談セン

ターあるいは場合によっては外部専門家の力をかりまして、売り上げ拡大策あるいはコス

ト削減策を検証し、事業者をうまく軌道に乗せる活動支援をしていかなければならないと

思っております。ここまで１年半たって買い取り件数が 50件になっておりますので、今後

も当然積み上げになってまいります。買い取り後の支援を強化するという意味で、新しい

チームをつくって対策を強化していこうと考えております。 

 モニタリングの流れとしますと、１番上の枠は取引金融機関によるモニタリング及び経

営支援活動について、ちゃんとやっていただいていますかという確認でございます。基本

は金融機関と岩手産業復興機構です。 

 ２段目の枠ですけれども、必要に応じて当該金融機関に対して、モニタリング・経営支

援内容の適正化を働きかける、あるいは必要に応じて事業計画達成に向けて支援をすると

いうことでございます。 

 事業計画を変更する必要がある場合には、必要な支援を実施いたします。悪い場合だけ

ではなくて、さらに設備増強するというケースも出てきております。そういう場合も事業

計画が変わってきますが、上振れの場合は、事業計画の策定は自分の費用でやっていただ

きたいと思いますけれども、そういう支援も実施いたします。 

 それから、一番下の枠ですけれども、債権買い取り支援決定で支援終了ではなくて、そ

の後の事業再生状況を適宜フォローし、事業再生が軌道に乗るよう取引金融機関、事業者

に対して必要な働きかけ、支援を行うというのがモニタリングの業務の流れでございます。 

 従来は、事業者支援グループ、いわゆる買い取り業務等をやるチームが四つございまし

たけれども、そのうちの一つをモニタリング業務に特化して進めております。モニタリン

グのサイクルはどうするかということもありますけれども、当面３カ月ごとにやって、そ

れが計画どおりいっているという状況であれば半年ごとにするとか、１年決算ごとにする
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とか、だんだん長くしていく。大変なところにつきましては、やはり３カ月ごとぐらいに

見てあげないとだめかなと思っております。 

 私からは、以上とさせていただきます。 

 次に、古谷さん、お願いします。 

○古谷元参考人 それでは、私からスキーム面を中心に説明させていただきます。古谷で

ございます。本日風邪を引いておりまして、若干お聞き苦しいが点あるかと思いますが、

何とぞ御容赦いただければと存じます。では、着席の上で御説明させていただきます。 

 こちら御高承のことではございますけれども、これまでの被災事業者の支援施策という

ものが時系列的にどのように検討、構築されていったのかというものをまとめさせていた

だいた資料でございます。震災直後数カ月間、緊急対応期と書いてございますが、こちら

はまさに避難所の整備であったり、応急仮設住宅、事業所の構築、あるいは緊急的な資金

繰りの対応と、そういった時期を経まして、2011年の７月、夏場以降から二重ローン対策、

金融支援というものについて国、県、関係機関で本格的な検討がなされ、産業復興機構、

産業復興相談センターの立ち上がりが決まり、2011 年 10 月には被災地の中で先駆けて岩

手県で産業復興相談センター、産業復興機構が立ち上がり、また同時並行で与野党３党合

意によりまして、復興機構スキームでは対応困難な事業者の支援のための機関としまして

東日本大震災事業者再生支援機構というものが立ち上がったと。2012年に入りましてから

は、東日本大震災事業者再生支援機構も立ち上がり、産業復興相談センターや産業復興機

構の運用というものも本格化し、いよいよ被災事業者の支援に向けた政策というものが一

そろいし、今現在、鋭意被災事業者の支援に向けて一丸となって取り組んでいるというと

ころでございます。 

 続きましての資料をお願いいたします。こちらも改めて御説明するまでもないところか

と存じますが、産業復興相談センター、産業復興機構とは、東日本大震災の被災事業者の

一刻も早い再生を図り、もって被災地域経済、産業の一刻も早い復興を図るために、経済

産業省、中小企業庁の旗振りによりまして実行に移された再生スキームでございます。 

 こちらの資料にございますとおり、事業者からの御相談あるいは金融機関からの御紹介

を受け、支援の前さばき、前工程というものを産業復興相談センターで担当し、債権買い

取り以降の後工程につきましては産業復興機構が担当する。この産業復興相談センターは、

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県に設置されてございまして、産業復興

機構は青森県を除く岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県に設立されてございます。 

 このスキームにおきましては、産業復興相談センターが事業者からの御相談を受け、被

災事業者の業況であったり被災状況というものを産業復興相談センターで調査、把握をい

たしまして、どういった支援が適切なのか、場合によっては被災制度の御説明だけで終わ

ることもあれば、私ども産業復興相談センターで事業計画の策定の御支援をする。さらに

債権カットの必要があるというような場合におきましては、債権買い取りの支援をさせて

いただく。幅広いメニューの中から、それぞれの被災事業者にとって最適な支援メニュー
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というものを検討していくということを私どもの責務としてございます。 

 債権買い取りが必要と判断された事業者につきまして、債権者との間で債権買い取りの

合意がなされた時点におきましては、産業復興相談センターから産業復興機構に対しまし

て債権買い取り要請というものを行います。この債権買い取り要請を産業復興相談センタ

ーがした場合、私どもの検討内容に明らかな瑕疵がないということが確認できれば、産業

復興機構はほぼ自動的に債権を買い取っていただくという形になってございます。 

 この産業復興機構が買い取りをした場合、右側に二次対応として、幾つかＤＤＳとかＤ

ＥＳといったアルファベットがございますが、このＤＤＳというものが今回のスキームの

特徴でございまして、産業復興機構が債権を買い取った後、その債権につきましてはまず

劣後特約というものを結ばせていただきます。これは、金利をゼロとして、他の金融機関

の債権よりも支払いをおくらせるというような内容の特約でございます。この特約を結ぶ

ことによりまして、金融庁のいわゆる金融検査マニュアルというものにおきまして、産業

復興機構の債権というものは資本と同じようにみなしていただけると。そのことによりま

して、事業者の財務基盤というものが改善し、金融機関が貸しやすくなる。 

 また、産業復興機構は 15年間の時限組織でございますが、原則としまして債権を買い取

ってから 10年後にエグジットというものをすることになってございます。このエグジット

というのは、産業復興機構が持っている債権を地域金融機関を中心にリファイナンス、借

りかえをしていただくという形を想定してございます。このリファイナンス、借りかえを

していただく時点で産業復興機構は、こちらは国が出資をしている、正確には独立行政法

人が８割を出資しているファンドで、投資リターンを追求するようなファンドでございま

せんので、買い取り価格プラスアルファというところの回収がなされた時点で、簿価と回

収部分の差額部分につきましては債権放棄というものを実施する。そのことによりまして、

産業復興機構としては支援を完了し、事業者も財務バランスというものが改善された状態

で、さらに再生のほうに邁進していただけるというものを目途としてございます。 

 このスキームでございますが、いわゆる事業再生といいますと、民事再生法、会社更生

法といった法的整理といった枠組みがございます。また一方で、政府の企業再生支援機構

ですとか、中小企業再生支援協議会というような枠組みもございます。今回の産業復興相

談センター、産業復興機構が携わっております債務整理も、いわゆる私的整理の一環でご

ざいます。ただ、この私的整理といいましても、平時におけます事業再生のスキームとは

異なりまして、今回は事業者の窮境というものが東日本大震災という、事業者あるいは経

営者の方の責めに帰すことができない異常な事態によって発生したものでございますので、

幾つかの独特な特徴というものを持ってございます。 

 まず１点につきましては、震災という外部事情に起因した窮境ございますので、通常の

事業再生でございましたら、会社を窮境に陥らせてしまった経営者、あるいは株主の方に

経営責任なり株主責任をとっていただくということが通常の事業再生では通例でございま

すけれども、この復興機構スキームにおきましては、経営者の経営責任だったり、株主の
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株主責任、あるいは第三者保証人の保証責任というものは追及しないということを原則と

してございます。 

 また、通常の事業再生でございますと、金融機関にとってみれば債権をカットするとい

う重たい判断をいただくことになりますので、債権をカットしてまで継続的に支援するこ

とは通常の場合ではございません。この二重ローン対策におきましては、金融機関の方に

新たに資金を御融資いただいて、そのことをもって設備投資を可能とし、事業再生を図っ

ていただく、もって産業復興を実現していただくということが絶対的な鍵でございますの

で、債権カットというロスをこうむってもらったと同時に、新規融資を金融機関のほうに

御提供いただかなければならないというところに独特の特徴がございます。これを実現す

るためには、通り一遍の事業計画というものをつくってはだめで、金融機関も今後も引き

続き御支援いただけるような説得性、納得性の高い計画というものをつくっていく必要が

ある。そういったところの策定の支援のところに産業復興相談センターとしては注力をし

てございます。 

 ３点目でございますが、先ほど申し上げましたとおり、産業復興機構保有債券というも

のにつきましては、金融庁からも格別な配慮をいただき、資本性借入金という形をとって

いただいてございますので、産業復興相談センターが絡んで産業復興機構が買い取った債

権については、格別信用度の高い債権とみなしていただける。通常の私的整理におけるも

のよりも、一歩公的な位置づけというものをお認めいただいているというものの特徴がご

ざいます。 

 こちら、今スライドのほうには、これまで立ち上がってきた産業復興相談センターなり

産業復興機構というものの一覧がございます。岩手県が最も早く立ち上がりまして、相談

開始日は 10月７日、立ち上がったのは平成 23年９月でございます。そこから１カ月以上

おくれまして宮城県で立ち上がり、さらには岩手県におくれること１カ月半ほどで福島県

でも立ち上がったといった形で、順次センターの立ち上げが進んでまいりました。人員と

しましては、岩手県と宮城県のセンターがそれぞれ 39 名、40 名と、非常に大所帯となっ

てございます。福島県は岩手県、宮城県の約半数の 20名という人員を抱えてございます。 

 産業復興機構につきましては、青森県を除く各県に設立されてございまして、この無限

責任組合員といいますのが事業再生に精通した事業再生ファンドの運用会社の方々につい

ていただいております。岩手県、宮城県は東北みらいキャピタルという同一の運用者がこ

のファンドの運用者となってございます。 

 次のページですが、先ほど谷藤から岩手県におきます相談受け付けの状況につきまして

御説明申し上げましたが、こちらでは他県の状況も含めてお示ししてございます。やはり

相談の受け付け件数としましては、経済規模の大きい宮城県が非常に多くの御相談を承っ

てございまして、岩手県の約２倍という水準の受け付けをしてございます。 

 一方で、この金融機関等による金融支援の合意、うち買い取り決定というところをごら

んいただきますと、岩手県は金融支援の合意に至ったのが 84件、宮城県は 70件、買い取
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り決定は岩手県 50件、宮城県 38件となってございまして、相談件数に比べまして岩手県

は金融支援、債権買い取り決定というものが進んでいるという状況にございます。こちら

につきましては、産業復興相談センター、産業復興機構が立ち上がったのが宮城県よりも

相当早かったというような事情もございますし、岩手県下の金融機関の事業再生、債権買

い取り支援に対する御理解、御協力というものが一歩進んでいるというところもございま

すし、また、産業復興相談センターと県、市町村といったところとの連携というものがう

まくいっているといったさまざまな事情が寄与しているものと考えてございます。 

 次のページは、産業復興機構が立ち上がって以降、直近に至りますまでの各県におけま

す債権買い取り決定数というものの推移というものをお示ししてございます。こちらを一

見しておわかりいただけますとおり、立ち上がってから半年間というものはやはり非常に

苦労いたしまして、ちょうど１年前の４月というところを捉まえていただきますと、この

産業復興機構がございます５県を合わせてもようやく 10 件を超えた程度の債権買い取り

決定数、中でも岩手県が半数を占めているという状況ではございましたけれども、やはり

立ち上がってから半年間というものは、これまで未曽有の大震災に対応する前例のないス

キームを運用しているというようなところもございましたが、やはり私ども産業復興相談

センターもふなれな業務をやってございましたし、新たな政策、グループ補助金なり、土

地のかさ上げ、復興計画といったものが同時並行で進んでいくといった難しさがございま

して、なかなか支援の数というものが積み上がっていかなかったというような形でござい

ました。 

 一方で、2012年の年央の６月、７月といったあたりから急激に買い取り決定案件数とい

うものがふえてきてございます。こちらは関係各位の御理解が進んだこと、私ども産業復

興相談センターでも相当程度債権買い取り事業、実務というものに精通していったという

こともございますし、やはり地元におきます復興計画というものが徐々に確実に進展され

てきたことに伴うものと考えてございます。 

 次のページは、岩手県に限らず全産業復興相談センター、全産業復興機構が置かれてお

ります県の被災事業者の数と産業復興相談センターによって相談を受け付けた事業者数、

また買い取り支援、買い取り決定を行った事業者数をそれぞれ業種別に区分した資料でご

ざいます。津波被災事業者数といいますのは、中小企業庁の白書でカウントされておりま

す事業者でございます。ごらんいただきますと、水産加工業という沿岸部におきます中核

事業者の方々の相談受け付けであったり、買い取り決定対象数というものが、全体に占め

る事業別の内訳に比べまして多くなってございます。これは、やはり沿岸部におきまして

直接的に津波の被害を多く受けられた水産加工業者の方々が先行して産業復興相談センタ

ーに御相談に来ていただき、私どもとしてもその被害の甚大さに鑑みて、先行して支援が

進んでいるということだと解釈をしてございます。 

 次のページでございますが、こちらの上のほうでは債権買い取りとグループ補助金、高

度化資金というものを併用した支援というものが実現した実例というものを書いてござい
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ます。それぞれ債権買い取り、グループ補助金、高度化資金、いずれも中小企業庁の施策

の一環でございますけれども、それぞれの施策が立ち上がった当初におきましては、それ

ぞれの担当部署であったり担当機関といったものが別だったということもございまして、

それぞれがそれぞれの職務を全うされようとする余り、全体的に最適化が図られていない

部分というものが一部あったように反省してございます。 

 具体的に申し上げますと、高度化資金の審査に当たって、震災によって二重ローンの状

態になってしまっていて、その状態のままであっては借入金が過多なので、高度化資金を

お貸しするのは、やはり信用上難しいのではないかというような対応がされてしまったの

で、どうしましょうかという御相談を、私どもが事業者から受けたといったような事例で

ございます。このような事例におきまして、産業復興相談センターが一歩前へ出まして事

業計画策定支援をお手伝いする、また債権買い取り支援というものを念頭に置いた金融機

関との調整をさせていただく。その状況というものを高度化資金の担当部署のほうにも丁

寧に御説明するというようなことを経まして、債権買い取りとグループ補助金、高度化資

金というものの一体となった再生支援というものを実現した事例というものを３点まとめ

させていただいてございます。 

 また、下のほうに被災地外に移転した被災事業者の支援とございますけれども、先ほど

簡単に申し上げました東日本大震災事業者再生支援機構は法律に基づいてでき上がった組

織でございますが、この法律におきまして被災地外に移転されてしまった事業者に対して

は支援の対象とできないような形になってございます。一方で、事業者の現実を拝見しま

すと、やはり津波によって余りにも甚大な被害を受けてしまった地域におきましては、地

域人口がいつ戻ってくるかどうかはっきりしない。一旦は被災地外のほうに移転をして、

例えば奥様の御実家の近くに移転をして、そこで事業の再構築を図られ、将来的には被災

地のほうに戻ってきて被災者のために尽くしたい、地域のために尽くしたいというような

お気持ちを持たれている方の御相談をいただいてございましたが、このような事業者は、

東日本大震災事業者再生支援機構では法律の制約によって支援ができない。私どものほう

では、何とかそういった事業者もお手伝いしたいということで、将来的に事業者が地元、

岩手県なり宮城県なり福島県に戻ってきていただけるといった御意向を確認できましたな

らば、一旦は被災地外のほうに移転された方々につきましても、産業復興機構による債権

買い取り支援の対象とするというような運用をさせていただいてございます。 

 続きまして、産業復興相談センターによる支援というところで、債権買い取り支援以外

の支援施策というところについても簡単に御説明したく存じます。こちらの利子補給制度

と、先ほど谷藤からも御説明ございましたけれども、産業復興相談センターによる相談受

け付けのときから、債権買い取りであれば債権買い取り要請というものを産業復興機構に

したとき、リスケジュールであれば各債権者からそのリスケジュールの前提となる計画に

つきまして御同意をいただいたときまでを対象としまして、その期間の利子というものを

支援するというような制度でございます。 
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 この制度によりまして、債権買い取りでなくリスケジュールも対象としてございますし、

また東日本大震災事業者再生支援機構にはない制度でございますので、こちらの利子補給

制度というものが金融機関なり被災事業者のメリットを得る上でも重要な一つのアイテム

となってございます。 

 あと、本日御列席の議員の先生方のほうでも非常にいろいろと御疑問を持たれているの

ではないかと思うところでございますけれども、産業復興機構と東日本大震災事業者再生

支援機構の違いは何なのかというところにつきまして、若干御説明をさせていただければ

というふうに存じます。大まかに相談の流れというものをお示ししてございますけれども、

まずは被災者からの御相談というものは、産業復興相談センターでお受けするというのが

一つの原則となってございます。一方で、東日本大震災事業者再生支援機構でも直接被災

者が御相談に伺われるというときには、それで門前払いをして産業復興相談センターのほ

うに行ってくれとなったなら、被災者の方にとってみても二度手間になりますので、直接

いらっしゃった場合には東日本大震災事業者再生支援機構でも相談を受け付けるというよ

うな形になってございます。 

 産業復興相談センターでさまざまな支援メニューを検討して、産業復興機構で買い取り

をすることができる、ないしはリスケジュール支援等で足りるとなった場合には、産業復

興相談センター内で支援を完結し、みずからリスケジュール支援を行う、ないしは産業復

興機構に債権買い取り要請を行うということになりますし、産業復興相談センターでは、

資料の産業復興機構の枠の下のところに要件が６件書いてございますけれども、産業復興

機構のスキームではこの６要件を満たせないという事業者だった場合には、産業復興相談

センターから東日本大震災事業者再生支援機構に事業者の御相談というものを引き継がせ

ていただくという対応をしてございます。 

 この産業復興機構では対応できて、東日本大震災事業者再生支援機構では対応できない

というところはどのようなところなのかというところにつきまして、12ページにお示しし

てございます。産業復興相談センターによります産業復興機構による債権買い取りの対象

者というものでございますが、東日本大震災により収益力に比して過大な債務を負い、経

営に支障が生じている。その上で、産業復興相談センターにおいて、金融支援さえあれば

再生可能性があるというふうに判断した事業者というものを産業復興機構による買い取り

対象という形にしております。この産業復興機構によって支援できない事業者というもの

の類型としましては、医療、福祉事業者、農林水産事業者であって、専門的な支援が必要

な事業者は産業復興相談センターでも対応ができることはできるのですけれども、東日本

大震災事業者再生支援機構で医療、福祉なり農林水産につきましての御専門家というもの

を複数人抱えていらっしゃいますので、そちらにお任せしたほうがより手厚い支援ができ

るという事業者につきましては、東日本大震災事業者再生支援機構にお願いするというこ

とでございます。 

 ２番目、震災前の平均キャッシュフローが赤字など震災以前から業績が低迷しており、
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抜本的な経営改善策が必要な事業者。こちらの産業復興相談センター、産業復興機構によ

ります支援に当たりましては、震災前の平均キャッシュフローに基づきまして再建買い取

り価格の算出というものを行ってございまして、震災前のキャッシュフローの税引き後営

業利益に足すところの減価償却というものを基準としてございますけれども、これが赤字

の状態ですと、プラスの価値を持つ価格というものが算出できないというような制約がご

ざいます。このような事業者だからといって支援ができないか、再生可能性がないという

ことではございませんので、そのような事業者につきましては東日本大震災事業者再生支

援機構で御検討いただくということが多くなってございます。 

 一方で、産業復興相談センターでは、このように震災前赤字の事業者は一切支援できな

いのかと言うと、そうでもございませんで、例えば震災前は確かに赤字だったけれども、

震災以後に復興事業等に伴いまして、足元の業績がよくなっているような事業者、あるい

は仮設事業所のほうに移転されて、その後経営が改善されて黒字基調というものが今後見

込まれるといった事業者様であれば、私どものほうでも鋭意事業計画の策定を御支援いた

しまして、その結果将来にわたっては再生可能性が高いと判断できる事業者につきまして

は、私どものほうでまた債権買い取り価格というのを別途算出いたしまして、買い取り支

援を行っているというような実例もございます。 

 また、３番目の類型でございますが、出資や広域的な再生支援が必要となる地域中堅企

業というカテゴリーがございます。こちらは、産業復興機構の御支援は債権買い取り支援

というものが中心でございまして、出資というものもできないわけではないのですが、当

初は中核的な支援メニューには置いてございませんでした。 

 一方で、この東日本大震災事業者再生支援機構は、設立当初から出資、融資、保証、債

権買い取りといったメニューを実施できるということで設立されてございまして、この出

資というものが必要となってくるような事業者、あるいは産業復興相談センターは各県ご

とにございますので、各県内の事業を行っている事業者が中心になってまいりますが、東

日本大震災事業者再生支援機構は全国組織といいますか、全国に一つの組織でございます

ので、複数県にまたがっているような事業を展開されている事業者につきましては、東日

本大震災事業者再生支援機構に基本的にはお回しすると、そういった役割分担というもの

を行ってございます。 

 では、最後のページでございます。こちらは、また先ほどの谷藤の説明と重なる部分ご

ざいますので、簡潔に御説明申し上げますが、今後の二重債務問題への対応というものに

ついては、ようやく政策メニューも整って、支援実績というものも積み上がってきたとこ

ろでございますけれども、本格的な対応というものは、やはりこれからが本番であると私

どもは認識してございます。これまでのグループ補助金なり政策金融、仮設店舗等の行政

支援がきいておりまして、今後も新たなこういった公的な施策というものを御期待されて

いる事業者というものが非常に多い状況でございます。 

 一方で、こういった公的支援というものが永続的に続くわけでもない、いつかは平時へ
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の復帰に向けた金融機関との取引関係というものを中心とした事業運営というものを考え

ていかなければならない。そういった際に、私ども産業復興相談センターとしましても、

鋭意取り組みを続けなければならないと考えてございます。 

 また、地域の土地復興計画の実施に当たりまして、土地利用計画というものがまだ緒に

ついたばかりというような地域も多いので、その土地利用計画の確定ないしは実際の土地

のかさ上げの実施というものを待って本格的な事業再開を検討されていくという事業者も

いまだ多い状況でございます。こういった方々からの相談ニーズというものは、これから

起きてくるのだろうと考えております。 

 また、こちらは福島県の事例でございますけれども、福島県下におきましては、先ほど

相談の資料の中でも相談件数は多いながらもなかなか支援が進んでいないという状況にご

ざいます。こちらは、これまで東京電力によります原発事故の賠償金というもののスキー

ムの枠組みないしは対象期間というものがなかなか明確になってこなかったというような

事情もございますし、警戒区域というものが広範に設定されておりまして、この警戒区域

がいつ解除されるのか、解除されたとして、本当に事業再開できるのかどうかというよう

なところで不確定要因というものが非常に多いというような地域がございます。このよう

な地域におきます二重ローン問題というものは、今後新たに顕在化してくるものと考えて

ございます。 

 こういったさまざまな大きな課題を抱えている状況でございますので、今後相談件数も

さらにふえてくるというふうに考えてございますので、私ども心して相談事業者に対する

御支援というものに邁進してまいりたいと考えてございます。ありがとうございました。 

○田村誠委員長 谷藤様、そして古谷様、御説明大変ありがとうございました。 

 それでは、早速これより質疑、意見交換を行いたいと思います。ただいまの御説明に関

し質疑、御意見等ございましたらお願いいたします。 

○斉藤信委員 ありがとうございました。大変わかりやすい、心のこもった御説明をいた

だきました。 

 それで、最初に産業復興相談センターのほうなのですけれども、買い取り件数が今 50

件、今月中には 60件にいくかということで、徐々にこの買い取り件数が広がっていること

は評価いたしますが、岩手県の復興実施計画では、平成 25年度までに 635件という目標な

のです。東日本大震災事業者再生支援機構のほうも 56件ということで、大体同じぐらいの

規模で今の段階まで来ているのですけれども、やはりこの被災の実態から見ると、これを

どうスピードアップすることが必要なのか。それともう一つは、相談件数そのものが被災

業者から比べるとまだまだ至っていないのではないかと思いますが、その点で県の復興実

施計画から見ると、平成 25年度中には 635件という目標を掲げているというところから見

て、どういう取り組みが必要なのかというのが第１点です。 

 ２点目ですが、私はこのフォローアップ事業というのが新規事業で今後本当に重要だと

いうふうに感じましたが、産業復興相談センターが平成 26年３月までだという話を聞いて
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大変驚きました。これからが本番というときに、こんな期限つきでは腰を入れた相談活動

にならないのではないかと。被害の状況からいっても、１年、２年でめどがつく話ではな

いのです。そういう意味では、これはもう本当に延長して、一定程度の長期にわたってフ

ォローアップを含めた取り組みが必要ではないのか、国の動きも含めてその点教えていた

だきたい。 

 あと、３つ目ですけれども、岩手県の場合、仮設店舗が区画数で 1,760区画です。これ

は全国の半分を占めるのです。仮設店舗が多いというのが岩手県の特徴で、この方々は仮

設のまま頑張りたいという声も強い。同時に、やはり本設への再建を求めているわけで、

それが２年後、３年後なのです。だから、もう２年後、３年後、そこまでどういうふうに

経営を維持、継続するか。本設の段階で新たな支援策が必要になってくるし、もちろん区

画整理事業も２年後、３年後です。だから、そこまでの経営支援と本設段階での支援とい

うのが示されることが大変大事なのではないか。 

 あと、最後ですけれども、最後の資料のところに、東日本大震災事業者再生支援機構は

相談件数 226件で 56件は債権買い取りなのです。産業復興相談センターは 411件で 50件

から 60件ということで、事業者に聞けば東日本大震災事業者再生支援機構のほうが面倒見

がいいという話もあるのです。再建計画まで一緒になってつくってくれると。先ほど話が

あったように出資もやるということで、私は産業復興相談センターも頑張っていると思い

ますが、ここがそれぞれの機能、役割がもっと事業者にわかりやすく、そして相乗関係で

進めることが必要ではないかと、そういう点ではどういうことが必要なのか。その点も含

めて教えていただければ。 

○古谷元参考人 まず、今後の買い取り件数といいますか、御支援の件数というものをい

かにしてふやしていくかというところにつきましての御回答でございます。 

 産業復興相談センター、産業復興機構の設立当初というものにおきましては、やはり非

常に私どものほうもまだ制度をいろいろとどういった形でつくっていくかというところで、

実は当初に御相談いただいた事業者の中で、現状であれば実際の御支援に至ることができ

たのではないかと思われるような対応をしてしまった事業者というのが相当数いるのでは

ないかという反省をしてございます。そういうことで、当初御相談いただいて、その時点

では制度の紹介でございますとか、金融機関との調整結果、何らかのリスケジュール等の

調整がされたことをもって、何とか支援ができたというふうに思っていたところにつきま

しても、今後２年たってみて、やってみれば、やはり苦しいという事業者が相当数いらっ

しゃると思いますので、当初御相談を承った事業者に対する再度のコンタクトというもの

は、今後強化していかなければならないと考えてございます。 

 また、そもそも産業復興相談センターなり産業復興機構というものがまだまだ被災地の

事業者の方々に十分知られていないのではないかという懸念も持ってございます。これは、

これまで先ほどのアンケートをとらせていただいた際におきましても、仮設店舗に入られ

ていて、さまざまな政府の特別融資のようなものについては御承知であっても、産業復興
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相談センターというものの存在というものを御承知なかったという事業者も相当数いらっ

しゃいましたし、同様の状況というものは東日本大震災事業者再生支援機構の担当者から

も聞くところでございます。今後実需といいますか、本当に支援を必要とされている事業

者のニーズの深掘りというものを産業復興相談センター、東日本大震災事業者再生支援機

構で広報活動を含め取り組んでいかなければならないというふうに考えてございます。 

 一方で、現状の産業復興相談センターのキャパシティーといいますか、能力というとこ

ろでまいりますと、当初半年間、１年間というところにつきましては、確かに産業復興相

談センターの中の力量といいますか、キャパシティーが追いつかずに、そのことがゆえに

事業者をお待たせしてしまったというような事例はございましたけれども、ここ半年以上

につきましては、やはり当方の人間も相当程度経験を積んできてございますし、支援のパ

ターンというものも類型がされてきてございまして、現時点におきましては産業復興相談

センターの事情によって支援が滞ってしまっていると、時間がかかってしまっているとい

う例というものは、非常に少なくなっているのではないかと思います。 

 一方で、御相談いただきながら数カ月間にわたってまだずっと相談いただいた状態にな

ってしまっているというような部分は一部ございまして、そういった場合の例の多くは、

相談を継続している最中に新たに水産庁の補助が入ったので、計画をつくり直しましょう

という話でございますとか、土地のかさ上げ計画をもって本設場所を決めようと思ってい

たのだけれども、そちらがまだ確定しないということでございますとか、従前の土地で事

業を再開させようと思ったら、土地収用のほうにかかったので、また再建計画を見直しま

すというような事情をもちまして時間がかかっているというところはございます。ただし、

現状におきましては、産業復興相談センターのキャパシティーというところは相当程度余

力といいますか、活用できるような状況にございますので、やはり新規の御相談の流入と

いうものをふやしていくというところにかかっているかというふうに考えてございます。 

 また、産業復興相談センターの期間の延長というところにつきましては、これまでも設

置者でございます盛岡商工会議所、あるいは県のほうから、国のほうに対しては延長の要

請というものをお願いしているというふうに認識してございます。また、地域の金融機関

の皆様からも産業復興相談センター、産業復興機構の延長というものについては強い御要

望をいただいているというふうに承ってございますので、私どもは現場の人間として、や

はり必要ではないかというふうに申し上げておりますし、そのような要望というものが今

後聞き入れていただけることというのを私どもとしても期待をしてございます。 

 あと、また本設移転時におきます支援というものの拡充というところにつきましても、

産業復興相談センターの期間が延びていけば、本設移転時にも支援ができるということに

なっていきますし、もしこの産業復興相談センターが、やはり期限というものが早々に来

てしまうということでございましたら、本設移転時の支援も含めて金融機関のほうに支援

のコミットメントをいただくような形で、私どもとしては調整を進めていくということか

と考えてございます。ここは、どれだけ時間があいてしまうのかということによりまして、
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いろいろとバリエーションができてしまうというところでございますけれども、これまで

の支援実績におきましても、事業計画上は仮設での営業というものを継続されることを前

提としながらも、将来本設に移られることというのを想定されていらっしゃいますので、

その際にはぜひ御支援をお願いしますと金融機関のほうにお願いを申し上げて、前向きな

御回答をいただくことをもって支援を進めていったというような実例もございます。 

 また、東日本大震災事業者再生支援機構との協調関係についても全くおっしゃるとおり

でございまして、これまでのところ産業復興相談センターと東日本大震災事業者再生支援

機構が半ば競争する形で支援件数を積み上げていくというようなところでございました。

これはこれで、片方では十分に支援ができていないところについて、もう片方が、だった

らうちがやってやるよという形で支援件数をふやしていくというところにおいては、ある

種意味があった部分もあるかと思いますけれども、これが逆に行き過ぎてしまいますと、

事業者のためを思った再生なのか、あるいはもう数を積み上げていくための件数の積み上

げなのかというところで、原理原則がおかしくなってしまう可能性というものもございま

すので、このあたりで一度東日本大震災事業者再生支援機構と産業復興相談センターのほ

うで役割分担であったり、それぞれの本来の役割に即した協業であったりといったものを

検討しなければならないと考えてございます。ちょうど今中小企業庁で、東日本大震災事

業者再生支援機構と産業復興相談センターをあわせてそのような議論をしましょうという

ようなことも言っていただいていただきますので、そういった中で改善をしてまいりたい

というふうに考えてございます。 

○佐々木朋和委員 御説明ありがとうございました。１点、内陸部への支援についてお聞

きをしたいと思います。 

 最初のレジュメの説明の中で、10ページに内陸部の風評被害の間接被害の支援の第１号

ということで、第 44号の事案の紹介をしていただきました。内陸部においては、風評被害

もそうですし、また地震被害も多くて、グループ補助も多数の事業者が認められたという

ところで、大変ありがたいと思っておりますが、一方で今年度から内陸部のグループ補助

が打ち切られる方向にあるという中で、それらの情報を知り得た事業者と知り得なかった

事業者というところで、同業者の間でも不公平感が広がっているという状態にあります。

そのような中で、内陸部においては債権の買い取りまでいく事案は少ないかもしれません

が、この産業復興相談センターの業務の１番目にあります新規借り入れとか補助金等の震

災支援制度のアドバイス業務というものは、内陸部においても必要なのではないかと思っ

ております。そのような中で、これまでの現地事業所のない内陸部についての支援の取り

組みと今後の方向性についてお聞かせをいただければと思います。 

○古谷元参考人 おっしゃるとおりで、内陸部の事業者に対していかなる御支援というも

のを今後行っていくのかというところは、大きな課題でございます。これまでのところ、

沿岸部の事業者からは積極的に御相談いただきながらも、なかなか内陸部で風評被害等を

受けられた事業者、これは物理的に震災によって建物が壊れてしまったような方も含めて
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でございますけれども、なかなか産業復興相談センターに御相談していただく件数自体が

非常に少ないというのがこれまでのところでございます。これは、先ほども申し上げまし

た私どもの広報活動の不足というところもあろうかと思いますし、やはり沿岸部で非常に

大きな損害を受けてしまった事業者に比べれば、自分たちの損害は軽微だったと、事業者

が自制的に相談に来ていただけないような事情というものもあったのではないかというふ

うに拝察をしてございます。今後内陸部であれば、より盛岡市から出張も行きやすいとい

うこともございますし、今後は内陸部の案件の掘り起こしに向けまして、内陸部に所在し

ております金融機関に対する働きかけ、広報活動といったものも私どもとしては行ってま

いりたいと考えてございます。実際に着手もしてございます。 

○城内愛彦委員 私からもちょっとお伺いしたいのですけれども、相談状況のところであ

りますけれども、相談件数が 411件あったという中で、助言、説明等で終了が 222件とい

うことでありました。この 222件の方々の内訳というのですか、ほぼ助言をいただいたこ

とによって解決したのか、あるいはそこで断念をしたのか、次のステップに進んだのか、

後ずさりをしたのかという内訳について、詳しくわかればその辺を説明していただければ

と思います。 

○古谷元参考人 まず、手元にどのような内訳になっているかというところはちょっとご

ざいませんので、これまでどういった方々に対して取り組みをしてきたかというところに

つきまして御説明申し上げます。 

 先ほども申し上げましたとおり、立ち上がった当初というところについては、私どもも

混乱がございましたし、相談に対しましてどのような対応ができるのかというところにつ

いて、各相談者にもしかしたらまちまちの御説明をしてしまった部分もあったかもしれな

いというような反省もございましたので、産業復興相談センターが立ち上がって３カ月後

をめどに、これまでの御相談の内容につきまして改めて精査をするというプロセスを経ま

した。その時点におきまして、この御相談というものは制度の説明だけではなくて、もう

少し本来お話を聞くべきだったのではないかというところにつきましては、改めて掘り起

こしをいたしまして、具体的なニーズであったり、被災の程度だったりというものを確認

するということもございました。一方で、一旦御相談いただきながらも２度目、３度目と、

なかなか連絡がとれなくなってしまって、そこから没交渉になってしまっているという事

業者も確かに存在いたします。そういった方々に対しては、やはり再度のアプローチとい

うものが必要であると考えてございます。 

 こういった制度、助言、説明だけで終了してしまった事業者の例としましては、産業復

興機構というものが債権を買うということを借金の棒引きであるというふうに純粋に誤解

をされてしまって、借金の棒引きをしてもらおうと思いまして来ましたというふうに御相

談いただいて、これは債権買い取りで、将来債権放棄は起きるけれども、なくなるわけで

はないのですよと御説明申し上げると、ではいいやとお帰りになってしまったケースでご

ざいますとか、純粋に岩手県に所在されている事業者で、被災されていらっしゃらない中
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で何らかの経営アドバイスが欲しいということで、具体的には２店目、３店目の出店をし

たいのだけれども、そういった相談にも乗ってくれますかというような方もいらっしゃい

ましたので、相当数はそもそも被災には余り関係ない御相談というものがこの中にも含ま

れているというふうに御理解いただければと存じます。その中で、被災者という方に関し

ては、これまで再度コンタクトできた方もいますし、できていない方もいらっしゃいます

ので、そこの深掘りはやっていかなければならないと考えてございます。 

○田村誠委員長 ほかにございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○田村誠委員長 それでは、ほかにないようですので、これをもちまして被災事業者の再

生支援については終了いたします。 

 谷藤様、古谷様、今後とも被災市町村の復興支援に御尽力いただきますように、特に御

協力をよろしくお願いいたします。本日は、お忙しいところ大変ありがとうございました。 

 次に、日程第２、現地調査についてでございますが、配付資料２のとおり、５月 14日と

16日、それから６月 11日と 13日の日程で被災市町村における復旧、復興に係る取り組み

状況について現地調査を実施したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○田村誠委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。 

 なお、詳細な日程については、後日各委員に通知することといたしますので、御了承願

います。 

 次に、その他でありますが、何かございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○田村誠委員長 なければ、以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。本日はこ

れをもって散会いたします。御苦労さまでした。 


